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紀宝町空家等対策協議会設置要綱 

 

令和７年２月６日 

告示第２号 

 

（設置） 

第１条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下

「法」という。）第８条第１項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実

施等に関する協議を行うため、紀宝町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語は、法において使用する用語の例による。 

（協議事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項について、協議を行うものとする。 

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること 

(2) 空家等対策計画の実施等に係る次に掲げる事項に関すること 

ア 管理不全空家及び特定空家等の判断に関すること 

イ 空家等の調査及び管理不全空家、特定空家等と認められるものに対する立入調査等 

の方針に関すること 

ウ 管理不全空家、特定空家等に対する措置の方針に関すること 

エ 緊急安全措置に関すること 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（組織） 

第４条 協議会は、法第８条第２項に規定する者のうちから町長が必要と認める別表に掲

げる職にある者を委員として委嘱し、９人以内で組織する。 

２ 協議会の委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合又は委員が欠けた場合におけ

る後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 
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第５条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ１人置く。 

２ 会長は町長とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長がやむを得ない理由により会議を欠席するときは、副会長が会議の議長となる。 

３ 会議は、委員総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 議事は、出席する委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによ

る。 

（意見の聴取） 

第７条 協議会は、会議のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議

への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員に支給する報酬及び費用弁償は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償

に関する条例の規定による。 

（守秘義務） 

第９条 協議会の委員及び会議に出席を求められたものは、職務上知り得た秘密を他に漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（報酬及び費用弁償） 

第10条 委員の報酬及び費用弁償の額は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に

関する条例（平成18年紀宝町条例第42号）及び紀宝町議会の議員の議員報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例並びに紀宝町職員の旅費に関する条例の定めるところにより

支給する。 

（庶務） 

第11条 協議会の庶務は、基盤整備課において行うものとする。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会
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に諮って定める。 

２ なお、協議会は地方自治法（昭和22年法律第67号）第１３８条の４第３項の規定に基

づく附属機関の性質を有しないものとし、町政運営上の意見聴取や情報や政策等に関して

助言を求めるための場として設置するものとする。 

 

 

附則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表 

分野 組織・団体等 役職 

市町村長 紀宝町 町長 

地域住民 紀宝町区長会 会長 

法務 
紀宝町 顧問弁護士 弁護士 

三重県司法書士会 会員 

不動産 三重県土地家屋調査士会 熊野支部 支部長 

建築 一般社団法人 三重県建築士会 紀南支部 支部長 

福祉 
社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会 会長 

紀宝町民生委員児童委員協議会 会長 

行政 三重県警 紀宝警察署 生活安全刑事課 課長 

 




